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暖かい、今週に入ってから日に日に暖かくなっています。今日なんて、先週までの寒さが
嘘の様な陽気です。これなら桜も結構早く咲くかしらなどど思っていたら、今強烈な目の
痒さに襲われています・・・。そうです、「花粉症」です。事前の情報で、今年は花粉の
量が去年の５倍だと聞いていたので、飲み薬等万全な準備でこの季節を迎えたのに・・・。
ステロイド系の目薬をさしているのに、目が痒い、痒い！！目を擦ったせいで、今はお岩
さんの様な顔になってしまっています。あっ、今度は耳まで痒くなって来ました・・・。

厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ

厚生労働省は、令和４年１０月末現在の外国人雇用についての届出状況の取りまとめを
公表しました。
「外国人雇用状況の届出制度」は、労働施策総合推進法に基づいて平成１９年から始ま

った制度で、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、すべての事業
主に、外国人の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大
臣（ハローワーク）へ届け出ることを義務付けています。

１．外国人労働者数は１８２万２，７２５人で、過去最高を更新
外国人労働者数は１８２万２，７２５人人で、前年比で９万５，５０４人増加し、届出

が義務化された平成１９年以降、過去最高を更新しました。対前年増加率は５．５％と、
前年の０．２％から５．３ポイント増加しています。

２．外国人雇用の事業所も過去最高の約３０万社に
外国人を雇用する事業所数は２９万８，７９０所で、前年比１万３，７１０所増加し、

届出の義務化以降、こちらも過去最高を更新しています。ただ、対前年増加率は４．８％
と、前年の６．７％から１．９ポイントの減少でした。産業別外国人労働者数をみると、
「製造業」が最も多く、全体の２６．６6％を占めています。対前年増加率でみると、「医
療、福祉」が２８．６％で１位となっています。また、外国人を雇用する事業所数を事業
所規模別にみると、「３０ 人未満」規模の事業所が最も多く、事業所数全体の６１．４％
となっており、人手不足への対応を外国人労働者に頼る傾向が強くでています。

３．国籍別では、ベトナムが４６万２，３８４人で最多
国籍別では、ベトナムが最も多く４６万２，３８４人で、外国人労働者数全体の２５．

４％を占めています。次いで中国３８万５，８４８人（全体の２１．２％）、フィリピン
２０万６，０５０人（全体の１１．３％）の順となっています。
前年増加率が高い主な３か国は、インドネシアが前年比４７．５％増で７万７，８８９

人、次いでミャンマーが前年比３７．７％増の４万７，４９８人、ネパールが前年比２０
．３％増の１１万８，１９６人の順となっています。

４．外国人労働者数の国籍別・在留資格別割合
外国人労働者数を国籍別・在留資格別にみると、ベトナムでは「技能実習」が３９．６

％、次いで「専門的・技術的分野の在留資格」が ２５．８％となっています。中国では「
専門的・技術的分野の在留資格」が３４．５％、「身分に基づく在留資格」が３３．７％
となっており、フィリピンでは「身分に基づく在留資格」が ７０．０％、「技能実習」が
１５．６％となっています。また、ブラジル、ペルー、韓国では「身分に基づく在留資格
」が最も高い割合となっており、それぞれ９８．９％、９８．８％、４４．３％となって
います。

「専門的・技術的分野の在留資格」には、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、
「高度専門職１号・２号」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」
、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「
技能」、「特定技能」が含まれ、日本における外国人労働者が担う仕事も高度なものが増
えて来ているようです。
【厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ（令和４年 10月末現在）」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30367.html


